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第 1 章 津山市の概要

1 概要

平成 17年 2月 28日、旧津山市・加茂町・阿波村・勝北町・久米町の5市町村が合併し、現在の「津山市」が誕

生しました。

この 5 市町村を含む岡山県北の津山地域は、古くから生活圏をともにし、社会・経済・文化等の面で強いつ

ながりをもって発展を遂げてきました。

しかし、地方分権の進展、自動車社会到来による生活圏の広域化、住民ニーズの多様化・高度化、少子高齢

化等、社会経済情勢の著しい変化に適切に対応するため、各自治体での行財政基盤の強化と併せて広域行

政の拡充が進められてきました。

このような状況下、国は平成 11 年に「合併特例法」を改正するなどして市町村合併の推進を表明し、全国

で合併論議が急速にわき起こることとなりました。これを受け、津山地域においても、平成 14 年 10 月に「津

山地域合併準備協議会」、同年 12 月に「津山地域任意合併協議会」、そして平成 15 年 4 月に法定の組織とし

て「津山地域合併協議会」を設置・協議を重ねた結果、上記 5 市町村が合併に至り、県北初の 10 万人都市と

なりました。

市町村合併の沿革
○旧津山市

明治4年津山県となり、同 22年に町村制施行により津山町が発足しました。昭和 4年に

市制が施行され、昭和 16年に東苫田村・佐良山を編入、昭和29年に田邑村など 10村を編

入、昭和 30年に楢・堂尾・池が原を編入し、旧津山市が誕生しました。

○加茂町

明治22年、上加茂村・加茂村・東加茂村・西加茂村が設置され、このうち加茂村は大正13

年に町制が施行されました。さらに、昭和 17 年に加茂町・東加茂村・西加茂村が合併して加

茂町となり、昭和 26年に加茂町から元加茂町の区域が分離して、新加茂町となりましたが、

昭和 29 年に上加茂村・新加茂町・加茂町が合併して加茂町が誕生しました。

○阿波村

明治 22 年に阿波村に村制が施行されて以来、一度も合併することなく連綿として一村

を保っていました。

○勝北町

明治 9 年に北条県を廃し、岡山県の管轄となりました。明治 22 年の町村制施行により、

新野村・広戸村・勝加茂村となり、次いで昭和 30 年に同 3 村が合併し（同年に楢地区が津

山市に編入）勝北町が誕生しました。

○久米町

明治維新頃に諸藩に分かれていた領地は、明治 22 年の町村制施行により久米村・大井

西村・大井東村・大倭村・倭文東村・倭文中村の6村になり、その後順次合併を重ねながら昭

和 30年大井町・久米村・倭文村が合併し、久米町が誕生しました。
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2 人口動向・推計

（ 1 ） 総人口・世帯数の推移

津山市（以下、「本市」という。）の総人口は、高度経済成長期から増加が続いていましたが平成 7年をピー

クに減少に転じ、令和２年には99,937人と 10万人を下回り、平成 17年の市町村合併時（110,569人）と比べて

も約 9.6％の減少となっています。

一方、世帯数は増加を続け、核家族化の進行による単独世帯、特に高齢者の単独世帯が増えているため、

令和２年には 41,213 世帯となっています。

データの見方【総人口の推移】【世帯の推移】

○数値参照元

・「人口」「世帯数」は「国勢調査」から参照しています。

総人口・世帯数の推移
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（ 2 ）将来人口

本市の人口は、平成7年の国勢調査では11万3,000人を超えるまで増加していましたが、これをピークに減

少に転じ、令和2年10月には、住民基本台帳に基づく人口が、10万人を下回りました。

「津山市第5次総合計画」の人口推計では、このまま少子化と人口流出に歯止めがかからなければ、50年後

の人口が5万人を下回る可能性があるという極めて厳しい推計がなされる中、本市では令和２年2月に「第２

期津山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、令和42年（2060年）に70,916人以上の人口を維持するこ

とを目標として掲げています。この総合戦略のもと、合計特殊出生率の向上や若者・子育て世代を中心とした

社会減に歯止めをかけるため、結婚・出産から子育ての希望がかなう環境の整備や多様な就業の希望がかな

う雇用環境の創出など、若年層をはじめとしたＵＩＪターンを促進するための施策を進めています。

データの見方【将来人口推計】

○数値参照元

・Ｒ2年は「国勢調査」から、Ｒ7年～Ｒ42年は「日本の地域別将来人口（2018年推計）」（国立

社会保障・人口問題研究所）から参照しています

（人）

将来人口推計
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（ 3 ）年齢別人口

年齢別人口では、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が減少し、高齢者人口（65歳以上）の割合が増加して

高齢化が一層進むことが予想されています。

具体的には、令和 2年と令和 42 年の年齢階級別の人口構成を比較すると、高齢者人口が約 4,600 人の減

少に対し、生産年齢人口が約 20,000 人の減少と想定され、総人口の減少に伴い年齢別構成比率も変化して

いくこととなります。

データの見方【年代別将来人口推計・年代別人口比率】

○数値参照元

・Ｒ2 年は「国勢調査」から、Ｒ7 年～Ｒ42 年は「日本の地域別将来人口（2018 年推計）」（国立

社会保障・人口問題研究所）から参照しています。

※1 「年代別将来人口」のＲ2 年においては、「国勢調査」の年齢「不詳」は、※2 の割合に応

じて加算した数値としています。

※2 「年代別人口比率」は、年齢「不詳」を分母から除いて算出しています。

年代別人口比率

年代別将来人口
（人）

R2年度人口比率
R42 年度人口比率
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56,195 54,290 52,019 49,394 45,435 42,433 40,301 38,323 36,354

31,076 30,784 30,151
29,821

30,380
30,013 28,858

27,551 26,069

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42
年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 高齢人口(65歳～)

12.7%

56.2%

31.1%

10.8%

52.0%

37.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

年少人口
（0～14歳）

生産年齢人口
（15～64歳）

高齢者人口
（65歳～）
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3 財政状況

（ 1 ）歳入・歳出決算の推移（平成 22 年度～令和元年度）

平成22年度以降は国の経済対策関係の各種交付金などから、平成24年度までは概ね460億円規模とな

っていましたが、平成 25 年度においては、土地開発公社清算に伴い発行した第三セクター等改革推進債 113

億 5,000 万円などから 625 億円と過去最大の規模となりました。また、平成 26 年度は小中学校耐震化事業

の実施に伴う国庫支出金及び市債発行やがん陽子線治療センター整備に伴う地域総合整備事業債の発行

などにより、歳入決算額は 533 億円となっています。平成 30 年度は、庁舎耐震化事業、幼稚園再構築施設整

備事業、津山文化センター整備事業などに充てるための合併特例債の発行などを行っています。

歳入の主な動向として、本市の主要な自主財源である市税については、世界同時不況による影響などから

減少傾向となったものの、景気の持ち直しにより平成２５年度以降は緩やかな増加に転じています。令和元年

度は、個人市民税や固定資産税など、法人市民税以外の税目が増額となり、前年度より１億 2,600 万円増の

１３４億 3,900 万円となっており、対前年度比で０．９％上昇しています。

一方、地方交付税は、合併特例期間終了による合併算定替分の縮減により、緩やかに減少しており、令和元

年度は、合併算定替分の縮減に加えて、普通交付税の基準財政収入額の増加などの要因が重なり、前年度よ

り３億 6,500 万円減の１１６億 400 万円となっています。

（百万円）
H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

市税 13,267 13,065 12,908 12,993 13,049 13,006 13,122 13,249 13,313 13,439
地方交付税 13,205 12,934 12,633 12,847 12,717 12,572 12,177 11,881 11,970 11,604
利子割交付金 46 44 35 31 29 28 13 27 26 13
地方消費税交付金 1,037 1,015 1,004 995 1,202 2,042 1,823 1,911 1,951 1,856
地方譲与税 571 558 524 499 474 494 492 491 496 522
国庫支出金 5,996 6,248 5,862 7,297 7,725 6,484 6,676 6,997 6,472 7,198
県支出金 3,340 3,482 3,253 3,416 3,433 3,416 3,499 3,611 3,579 4,095

市債 4,248 4,204 5,298 19,735 9,159 5,639 6,003 7,002 6,505 5,428
その他 3,503 4,671 5,134 4,705 5,524 5,542 6,454 6,186 8,812 6,101
合計 45,213 46,221 46,650 62,518 53,312 49,223 50,259 51,355 53,124 50,256
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歳出決算については、平成 22 年度以降、国の経済対策の活用による投資的経費の増加や、社会保障関係

経費（扶助費等）の伸びなどから増額となり、平成 24年度までは概ね450億円規模となっています。平成 25

年度においては、土地開発公社借入金に対する 113 億 5,000 万円の代位弁済などの理由から 607 億円と過

去最大の規模となっています。平成２６年度以降は国の経済対策への対応、小中学校施設整備事業などの大

型事業の実施、社会保障関係経費の自然増などにより、平成２４年度以前を上回る規模で推移しています。

令和元年度は、津山文化センター施設整備事業経費や平成３０年７月豪雨災害関連の災害復旧経費が増加

した一方で、庁舎耐震化事業や小中学校施設整備事業が減少したことに加え、平成３０年度に実施した第三

セクター等改革推進債の繰上償還の影響により、490 億 6,200 万円となっています。

歳出の主な動向として、人件費については職員定数の削減などから減少傾向にありますが、扶助費につい

ては高齢化の進行に伴う社会保障関係費の自然増などが今後も増加が続くものと見込まれます。

（ 2 ）投資的経費（普通建設事業費）の推移

投資的経費については、平成 18年度以降は、第 4 次総合計画に基づいた計画的な事業執行に努め、平成

18年度から平成 23年度までは概ね 50 億円から 60 億円程度となっています。

その後、平成24年度から平成26年度においては国の経済対策に対応して、小中学校施設の耐震化等の学

校教育施設整備事業や津山駅周辺整備事業等の中心市街地活性化対策事業などに積極的に取り組んだこ

とから大幅な増額傾向となっています。平成 27年度は、上記の大規模事業の完了等により大幅に減少したも

のの、平成 28年度からは第 5次総合計画に基づく主要事業の実施により増加し、平成 30年度と令和元年度

は津山駅周辺整備事業の完了により減少に転じました。しかし、7 月豪雨災害への対応により災害復旧事業費

が大幅に増加しています。

（百万円）
H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

人件費 7,482 7,650 7,327 7,364 7,168 7,135 6,672 7,068 6,665 6,754
扶助費 8,915 9,335 9,414 9,589 9,995 10,202 10,858 10,960 10,766 11,151
公債費 5,964 5,939 5,772 5,843 5,888 5,757 6,097 6,064 8,228 6,009

投資的経費 4,443 5,298 7,102 9,486 10,797 5,820 7,356 8,144 7,992 7,971
物件費 4,689 5,148 4,713 4,659 5,181 5,416 4,943 5,422 5,157 5,252

維持補修費 550 401 307 332 286 273 362 329 565 310
補助費等 4,496 4,528 4,047 15,509 4,427 4,650 4,728 4,851 6,737 6,948
その他 7,090 6,152 6,330 7,932 8,044 7,625 7,731 6,921 5,208 4,667
合　計 43,629 44,451 45,012 60,714 51,786 46,878 48,747 49,759 51,318 49,062
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投資的経費には公共施設に係る経費だけではなく、道路・橋りょうに係る経費や、用地取得費が含まれてい

ます。平成２２年度から平成２６年度までは、国の経済対策に対応した公共事業の積極的な計上や、小中学校施

設耐震化事業などの大型事業に集中して取り組んだことから大幅に増加しています。

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
普通建設 4,291 5,155 6,787 9,378 10,726 5,792 7,335 8,070 7,446 6,488
災害復旧 152 143 315 108 71 28 21 74 546 1,483

合　計 4,443 5,298 7,102 9,486 10,797 5,820 7,356 8,144 7,992 7,971

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
4,443 5,298 7,102 9,486 10,797 5,820 7,356 8,144 7,992 7,971

1,709 3,060 2,273 6,020 6,890 2,112 3,588 4,647 4,321 3,367

662 490 467 584 644 762 774 819 888 1,113

318 274 947 336 303 248 549 345 174 359

1,754 1,474 3,415 2,546 2,960 2,698 2,445 2,333 2,609 3,132

（百万円）

投資的経費（合計）

　公共施設に係る
　　　投資的経費

　道路及び橋りょうに
　　　係る投資的経費

　公共施設、道路及び
　　橋りょうに係る用地取得費
　その他

投資的経費（普通建設事業費）の内訳
（百万円）

（百万円）
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投資的経費の推移（普通会計ベース）
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 公共施設、道路及
び橋りょうに係る用
地取得費

 道路及び橋りょう
に係る投資的経費

 公共施設に係る投
資的経費

4,443
5,298

7,102

9,486
10,797

5,820

7,356
8,144 7,992 7,971

（百万円）

（百万円）
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（ 3 ）今後の財政見通し【津山市財政計画（長期財政見通し）より】

令和元年度決算見込みでは、実質単年度収支の改善や市税の増加などのプラス要因はあるものの、地

方交付税の段階的な削減や社会保障関係経費の増高などといった国の施策の影響も想定され、本市財政

は依然として厳しい状況が続いています。

令和 2年度以降は地方創生総合戦略等への集中的な投資などから、赤字が続くこととなりますが、その

後、令和 13 年度以降は収支が改善していく見込みです。なお、今後、地方創生総合戦略等の投資効果によ

る地域産業の活性化が進めば、収支はさらに改善することが期待できると推測しています。

R1 R5 R10 R15 R20 R25
市 税 13,439 13,060 12,840 12,631 12,646 12,463
地 方 交 付 税 11,604 12,367 11,712 10,505 9,495 9,305
そ の 他 6,601 5,041 4,846 4,820 4,820 4,785

合　計 31,644 30,468 29,398 27,956 26,961 26,553

R1 R5 R10 R15 R20 R25
義 務 的 経 費 15,872 16,725 16,218 15,152 13,955 13,846
消 費 的 経 費 9,806 9,322 8,597 7,521 7,115 6,845
投 資 的 経 費 1,190 1,090 1,150 1,150 1,160 1,160
そ の 他 3,590 3,600 3,714 3,732 3,680 3,627

合　計 30,458 30,737 29,679 27,555 25,910 25,478
実質公債費比率(%) 12.2 12.2 11.7 8.5 6.6 5.6

今後の歳出見通し【一般財源ベース】

今後の歳入見通し【一般財源ベース】

30,458 30,737 29,679
27,555

25,910 25,478
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14.0
合　計

その他

投資的経費

消費的経費

義務的経費

実質公債費比率

(%)

（百万円）

31,644 30,468 29,398 27,956 26,961 26,553
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合 計

その他

地方交付税

市税

（百万円）
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第 2 章 施設等の状況

これからの公共施設のあり方を考えていくために、まずは公共施設のありのままの姿（現状）を知ることが

スタートになります。本市では公共施設の現況データを集約するために、平成 27 年 7 月に各施設所管課に対

して「公共施設調査票」の作成を依頼し、現況の把握を行いました。今回の改訂にあたり、各施設所管課に対し

再度現況データの集約を行いました。

第 2 章では、各施設の公共施設調査票のデータから読み取れる「公共施設全体の姿」を把握するため、公

共施設白書策定当初から示している、「延床面積の割合」「建築年度別整備状況」「耐震化の状況」に加え、

「公共施設マネジメント基本方針」に基づいた延床面積の縮減状況及び、その結果による維持管理費の推移

を示します。

1 延床面積の割合

（ 1 ）延床面積の割合

このグラフは、令和元年度の本市が保有している公共施設（全 572 施設、総延床面積 473,194.54 ㎡）のう

ち分類別に占める割合を示したものです。集計の結果、「学校教育系施設（41.3％）」が最も高く、次いで市役

所本庁舎等の「行政系施設（11.4％）」「公営住宅（10.6％）」、津山文化センター等の「市民文化系施設（9.6％）」

となっています。平成 27 年度から令和元年度にかけて公共施設の延床面積は 12,430.91 ㎡減少しており、5

年間で約 2.5%の面積縮減を達成しています。

データの見方【共通事項】

○対象施設

・公共施設のうち建物、いわゆる「ハコモノ」を対象としたものであり、建物を有しない

公共空間及びインフラ（道路、橋りょう、上下水道管等）は含みません。

・令和 2年 3 月 31 日時点で本市が保有している施設を対象としています。

延床面積の割合

41.3%

11.4%
10.6%

9.6%

6.0%

21.1%

学校教育系施設

行政系施設

公営住宅

市民文化系施設

産業系施設

その他

総延床面積:473,194.54㎡

学校教育系施設

行政系施設

その他

産業系施設

市民文化系施設

公営住宅
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（ 2 ）施設分類詳細

大分類 中分類 小分類 施設数(箇所) 延床面積(㎡)
小学校 27 116,512.59
中学校 8 70,853.47
給食センター 2 6,386.88
教育相談センター 1 389.12
その他教育施設 3 1,183.1
庁舎・支所・出張所 6 28,798.70
その他 1 2,763.20

消防施設 消防機庫 93 4,151.34
防災施設 4 17,494.12
その他行政施設 1 506.93

公営住宅 公営住宅 公営住宅 50 50,204.32
公民館 21 13,155.17
公民館分館 15 2,211.9
会館・公会堂・集会所 9 1,816.39
学習館 5 1,901.61
その他集会施設 13 7,073.57
文化センター・ホール 5 15,511.93
文化財 6 3,427.74
その他文化施設 1 287.67
農業研修施設・集会所 7 1,676.79
産地直売施設等 5 2,260.88
農産物加工施設 3 1,403.97
雇用施設 2 3,673.73
農機具保保管庫・共同作業所 56 7,536.04
その他産業系施設 16 11,964.7

図書館 図書館 4 4,637.56
博物館・資料館 3 5,391.75
民族資料館 3 1,428.6
その他博物館等 1 135.0
複合施設(運動場・プール・体育館) 4 11,494.05
屋内運動場 5 4,194.11
プール 1 5,276.15
その他スポーツ施設 2 492.03
キャンプ場 5 3,166.21
観光案内所 3 921.28
陶芸施設 4 488.61
観光トイレ 2 174.58
その他レクリエーション施設・観光施設 3 595.57
宿泊施設 3 1,674.06
その他 1 20.76
幼稚園 2 2,797.9
保育所 2 2,964.25
こども園 2 4,154.20
児童クラブ 3 536.77
児童館 4 986.13

高齢福祉施設 高齢者施設 4 3,875.66
障害福祉施設 障害者施設 1 526.31
保健施設 保健施設 1 1,120.7
その他社会福祉施設 保健福祉センター 4 4,549.62
医療施設 診療所 1 250.75

都市公園 42 2,842.81
その他公園 24 1,528.96
処分場 2 524.11
その他供給処理施設 3 3,566.48
上水道施設 2 5,538.44
下水道施設 11 11,455.36
JR関連施設 5 574.52
駐車場 1 7.30
バス停 8 103.97
斎場 3 1,916.42
旧幼稚園・旧保育所 9 4,470.96
その他の施設(普通財産等) 34 5,666.76

572 473,194.54合   計

学校教育系施設

学校施設

その他教育施設

行政系施設

庁舎等

その他行政施設

集会施設

文化施設

産業系施設 産業系施設

博物館等

スポーツ施設

レクリエーション施
設・観光施設

保養施設

幼保・こども園

幼児・児童施設

公園

供給処理施設

上下水道施設

その他の施設

市民文化系施設

その他
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2 建築年度別整備状況

次のグラフは、公共施設を建築年別に集計したものを示しています。現在本市が保有している施設の 47％

が、高度経済成長期（昭和 45 年頃から昭和 60 年頃）に建築され、築後 30 年以上経過していることがわかり

ます。また年度ごとに注目すると、昭和 57（1982）年と平成 11（1999）年が目を引きます。平成 11 年のほとんど

を占めているのは図書館や音楽ホール、災害時緊急車両施設を含む複合施設「アルネ・津山」です。

また、昭和 57 年に建築された「行政系施設」は「市役所本庁舎」、昭和 40（1965）年に建築された「市民文

化系施設」は「津山文化センター」で、いずれも旧耐震基準で建てられた大型施設です。

3 耐震化の状況

本市が保有する施設の耐震化の状況について、昭和 56（1981）年以前に設計、建築された建物には、現在

の耐震化基準を満たす義務付けがされていませんが、小・中学校においては平成 20 年度から耐震改修が必

要な校舎などの耐震化工事に取り組み、平成 26 年度末に全て完了しました。また、市役所本庁舎・東庁舎・加

茂支所・郷土博物館・津山文化センターなど耐震化する必要があった施設についても、令和元年度までに耐震

改修工事が完了しました。

建築年度別整備延床面積

全施設の 47%

築 30 年以上

平成 11 年

アルネ・津山

昭和５７年

市役所本庁舎
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4 公共施設延床面積の増減状況

本市が保有する公共施設延床面積は、「津山市公共施設白書」の策定に使用した平成 26 年度データでは

485,625.45㎡でしたが、令和元年度には473,194.54㎡となっており、12,430.91 ㎡（約 2.5%）縮減を実施でき

ました。主な理由としては、集会施設（分館）及び公営住宅の解体工事及び譲渡、売却によるものとなってい

ます。ただし、新築・増築・改築を行ったことによる面積増加も発生しています。延床面積の増減状況は下記の

表のとおりとなっています。

主な施設名称

(旧)清泉・二宮公民館、(旧)幼稚園、
市営住宅、(旧)加茂支所庁舎、
環境事業所、西部衛生施設組合
各所公会堂、集会所、農機具保管庫

(旧)広野公民館、(旧)西幼稚園、
(旧)大崎幼稚園、(旧)院庄幼稚園、
(旧)東中学校跡、(旧)一宮保育所
津山文化センター、旧苅田家町家群

広野公民館、清泉公民館、二宮公民館、
つやま東幼稚園、つやま西幼稚園
みどりの丘保育所、各所児童クラブ、
にぎわい交流館・交通観光案内所
加茂支所新庁舎

合計 81 施設 -12,430.91 ㎡

施設数 延床面積

解体 34 施設 -12,749.53 ㎡

譲渡 13 施設 -4,117.94 ㎡

売却 9 施設 -3,781.27 ㎡

増築 4 施設 449.88 ㎡

新築      
(建替)

21 施設 7,767.95 ㎡
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平成２６年度 令和元年度

学校教育系施設 195,325.14 195,325.14 

行政系施設 55,873.39 53,714.29 

公営住宅 51,676.84 50,204.32 

市民文化系施設 46,126.48 45,385.97 

産業系施設 32,014.30 28,516.07 

その他 104,609.30 100,048.75 

合計 485,625.45 473,194.54 

（単位：㎡）

公共施設延床面積の状況

0 
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100,000 
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200,000 
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平成２６年度 令和元年度
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5 有形固定資産減価償却率の推移【津山市財務書類より】

本市が保有する資産の経年の程度を把握するにあたり、参考となる指標として有形固定資産減価償却

率があります。この指標は、土地や建物、工作物といった資産の取得価格等に対する減価償却累計額の割

合によって算出され、資産の老朽化の進行に伴い数値は上昇してきます。本市は、類似団体、全国平均及び

岡山県平均より低い水準にあります。

また、各種インフラについては、本計画や津山市公共施設再編基本計画等に基づき、統廃合、更新、長寿

命化等のファシリティマネジメントに取り組んでいます。

なお、平成２７年度に策定した津山市公共施設白書において、３０年間で公共施設の総延床面積を７０％以

下（約 486,000 ㎡⇒約 340,000 ㎡以下）とすることを目標に掲げています。老朽化した施設の解体や譲渡

等を行ったことで令和元年度末時点で総延床面積約 473,000 ㎡に縮減しており、取組の効果が表れてい

ると考えられます。

データの見方【年代別将来人口推計・年代別人口比率】

○数値参照元

・「令和元年度津山市財務書類」から参照しています。

・市町村（特別区を含む）の類似団体とは、行政権能の相違を踏まえつつ、人口及び産業構造

により全国の市町村を 35 の類型に分類した結果、当該団体と同じ類型に属する団体を言い

ます。

・算出式

有形固定資産減価償却率＝
減価償却累計額

減価償却評価額 ＋ 減価償却累計額

有形固定資産減価償却率

当 該 団 体 値

類似団体内平均値

類似団体内の

最大値及び最小値

有形固定資産減価償却率 [ 57.5％ ]
(％)
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57 .5

59 .858 .757 .4

60 .2
56 .355 .053 .8

全国平均 63.4％ 岡山県平均 65.7％

津 山 市

類似団体内平均値

類似団体内の

最大値及び最小値
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６ 公共施設にかかる維持管理費の推移

（ 1 ）公共施設にかかる維持管理費の内訳

施設全体の維持管理に要する費用は、年間で約 22 億 4,600 万円でした。（令和元年度調べ）その内訳は維

持費（光熱水費や保守など施設の管理に要する費用）が約 4 億 9,600 万円（22.1％）、事業運営費（窓口業務

など施設で提供するサービスに要する費用）が約 2 億 300 万円（9.1％）、委託費が約 15 億 4,500 万円

（68.8％）となっており、委託費の占める割合が大きい状態となっています。(一部指定管理施設では指定管

理料(委託費)の中に光熱費や修繕費などの維持費が含まれています。)

なお、今回の維持管理費に要する費用の試算については、企業会計関連施設（上水道・下水道）を除いてい

ます。

22.1%

9.1%
68.8%

維持費

事業運営費
委託費

光熱費
修繕費
その他
役務費
使用料及び貸借料
備品購入費
負担金補助及び交付金

委託費 委託料(指定管理料含む)

維持費

事業運営費

公共施設全体に要する費用割合
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（ 2 ）公共施設ごとの維持管理費の割合

このグラフは、公共施設の維持管理費にかかる費用割合を施設大分類（学校教育系施設、行政系施設、公

営住宅、市民文化系施設、産業系施設、その他）ごとに示してしています。
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（ 3 ）公共施設維持管理費の増減状況

公共施設の維持管理費は、津山市公共施設白書の策定に使用した「公共施設調査票」のデータを集計した

ところ約 26億 1,800 万円でしたが、下記の表のとおり解体や譲渡等を行ったことで令和元年度には約 22億

4,600 万円と約 3 億 7,300 万円（約１４．２%）削減することができています。

公共施設維持管理費の推移

0

500,000

1,000,000

1,500,000
千円

学校教育系施設 行政系施設 公営住宅 市民文化系施設 産業系施設 その他

平成２６年度 令和元年度

(単位：千円)
平成２６年度 令和元年度 維持管理費増減

学校教育系施設 712,043 645,174 -66,869
行政系施設 175,412 154,608 -20,804
公営住宅 71,610 71,694 84
市民文化系施設 270,381 243,381 -27,000
産業系施設 117,032 114,078 -2,954
その他 1,271,720 1,016,613 -255,107

合計 2,618,198 2,245,548 -372,650
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下の表は、面積の増減があった公共施設に絞り、維持管理費の増減を示しています。

全体の削減額約 3億 7,300 万円の約 83％となる約 3億 1,000 万円が、面積増減のあった施設での削減と

なっています。

※解体費等の工事費は単年度の費用のため維持管理費には含んでいません。

（ 4 ）延床面積縮減による維持管理費の推移

解体により集会施設及び公営住宅の施設維持費の削減額は年間約 600 万円でした。これに対して解体工

事の費用は 7,600 万円と約 10 倍を要しており、歳出削減効果は期待していた以上に少ないことが判明しま

した。

また、複合化した施設について、加茂支所新庁舎（支所・公民館）の維持管理費は減少していますが、つやま

西幼稚園（幼稚園・公民館）の維持管理費は閉園した幼稚園の維持管理費よりも増加しており、複合化してい

る施設でも維持管理費が増加している施設があることも判明しました。

このように、延床面積の縮減だけを目標とした場合、工事費に対する費用対効果の低い結果や、ランニン

グコストの増加が見られることから、一概に延床面積の縮減が市の財政状況の好転に寄与するものではない

ことが分かりました。

上記のことから、公共施設白書を策定して 5 年間で 2.5%の延床面積の縮減を達成したものの、現状の財政

状況を鑑み、歳入が低下していく中で、いかに維持管理費を削減できるかが今後の重要な要素となっていく

と考えられます。ただし、延床面積を縮減することも維持管理費を削減する有効な手段であることも忘れて

はなりません。

主な施設名称

(旧)清泉・二宮公民館、(旧)幼稚園、
市営住宅、(旧)加茂支所庁舎、
環境事業所、西部衛生施設組合
各所公会堂、集会所、農機具保管庫

(旧)広野公民館、(旧)西幼稚園、
(旧)大崎幼稚園、(旧)院庄幼稚園、
(旧)東中学校跡、(旧)一宮保育所
津山文化センター、旧苅田家町家群

広野公民館、清泉公民館、二宮公民館、
つやま東幼稚園、つやま西幼稚園
みどりの丘保育所、各所児童クラブ、
にぎわい交流館・交通観光案内所
加茂支所新庁舎

合計 80 施設 -309,543 千円

施設数 維持管理費増減

解体 34 施設 -381,857 千円

譲渡 13 施設 0 千円

売却 9 施設 -10,928 千円

増築 4 施設 -13,273 千円

新築      
(建替)

20 施設 96,515 千円
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（ 5 ）今後削減すべき維持管理費の試算

第 1章 3財政状況（3）今後の歳出見通しの図表【一般財源ベース】の消費的経費に着目します。なぜ、着目

したかというと消費的経費は、物件費、補助費等、そして公共施設等の維持管理費で構成されている費目で

あるためです。下図からは、消費的経費は今後右肩下がりで推移する見通しであり、いままでどおり公共施設

の維持管理を行うことは非常に厳しい状況であることが分かります。

消費的経費は、令和2年度以降、年間約1.2%ずつ減少見込みであり、今後25年間で約30%、約29億6,100

万円の削減を見込んでいます。

（3）公共施設維持管理費の増減状況で示しているように、令和元年度の維持管理費は、年間約22億4,600

万円です。今後、公共施設の維持管理費も消費的経費と同様に年 1.2%（2,700 万円/年）、25 年間で 30%（約

6億 7,300 万円）の削減が必要であると試算しています。

今後の消費的経費見通し【一般財源ベース】

公共施設にかかる維持管理費の推移目標
(百万円)

(百万円)
R1→ R25 25 年で約 30%削減見込

25 年で約６億 7,300 万円の削減が必要

2,246

2,111

1,976

1,842

1,707

1,572

1,500

2,000

2,500

R1 R5 R10 R15 R20 R25

9,806

9,322

8,597

7,521

7,115
6,845

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

R1 R5 R10 R15 R20 R25
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（ ６ ）更新費用の試算

下のグラフは、本計画を策定した平成２7年度から 40年間に必要な公共施設の大規模改修及び更新（建替）

費用を、試算した結果を示したものです。

試算の結果、現在津山市が保有している全ての公共施設を更新（建替）した場合、40 年間で必要とされる

大規模改修及び更新費用は1,913億 5千万円となり、40年間、公共施設の既存更新費用と新規整備費用とし

て現在と同規模の額（39 億 9 千万円）を確保できたとしても、実際にはその 1.2 倍の費用が必要という結果

となりました。【公共施設の更新費用の試算 ①】

しかしながら実際には、小・中学校のように、既存の事業計画に基づいて計画的な大規模改修が完了し、長

寿命化が図られた施設や、逆に新規入居者の募集を中止している公営住宅のように、更新（建替）を行わず

将来の廃止が決定している施設もあります。また、郷土博物館のように文化財に指定されている施設は建替

を行うことが難しいため、将来にわたり大規模改修を繰り返していくことになるなど、現在保有している全て

の公共施設を更新（建替）するわけではありません。

データの見方【公共施設の更新費用の試算 ①】

○分析方法

・更新費用の試算には「公共施設更新費用試算ソフト（総務省提示）」を使用していま

す。

・対象施設は平成 27年 3月 31 日時点で津山市が保有している床面積 50㎡以上の

施設を対象としています。

・現在津山市が保有している全ての施設を、現在と同じ面積で更新（建替）する

と仮定して「整備年度ごとの延床面積×更新単価」で試算しています。

・耐用年数は 60年とし、建築後 30年で大規模改修、その後 30 年で建て替えると

仮定しています。

・財政データは平成 22年度から平成 26年度までの歳出決算額の投資的経費から

公共施設に要する経費を抽出し、平均額約 39億 9千万円を公共施設の投資的経

費分として比較基準値に設定しています。

公共施設の更新費用の試算 ①
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更新費用の面においても、投資的経費を構成する財源の中には、起債（借金）による資金が含まれており、

試算期間 5 年間の投資的経費を構成する財源の中にも平成 17 年の市町村合併に伴う合併特例債の発行に

よる資金が含まれています。この合併特例債は元利償還金の 7 割が地方交付税で措置される財政的に極め

て有利な起債ですが、発行出来る限度額に迫っています。また、起債による財源確保にも限りがあり、実質公

債費比率（＝地方自治体の収入に対する実質的な借金の比率）が 25％以上になると財政健全化法による早

期健全化団体となります。このため資金手当的な新たな起債の発行については特に慎重な判断が求められ

ています。

このような状況を踏まえて、より実態に近い試算を行うため、下記の手法により公共施設の更新費用の再

試算を行いました。【公共施設の更新費用の試算 ②】

データの見方【公共施設の更新費用の試算 ②】

○分析方法

・更新費用単価と対象施設は【公共施設の更新費用の試算 ①】と同様とします。

・現時点で今後の方針が定まっていない施設は、耐用年数は 60 年とし、建築後 30 年

で大規模改修、その後 30年で建替えると仮定して試算しています。

・既に用途廃止され普通財産となっている施設や、既存の事業計画の中で将来の廃止

が決定している施設は試算から除外しています。

・文化財に指定されている施設は、30 年毎に大規模改修を繰り返すよう設定していま

す。

・これまでに大規模改修、長寿命化を実施した施設及び、近年中に実施が決定している

施設は、その効果を反映した耐用年数を用いています。

・施設現地調査を実施した施設は、老朽化診断結果を反映した耐用年数を用いていま

す。

・更新（建替）を行う公共施設は、現在と同じ面積で更新（建替）すると仮定して試算し

ています。

・財政データは平成 22年度から平成 26年度までの歳出決算額の投資的経費から公共

施設に要する経費を抽出し、そこから合併特例債による財源を除外した平均額約24億

1 千 4 百万円を公共施設の投資的経費分として比較基準値に設定しています。

公共施設の更新費用の試算 ②

http://www.weblio.jp/content/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93
http://www.weblio.jp/content/%E5%8F%8E%E5%85%A5
http://www.weblio.jp/content/%E5%AF%BE%E3%81%99
http://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9F%E8%B3%AA%E7%9A%84
http://www.weblio.jp/content/%E5%80%9F%E9%87%91
http://www.weblio.jp/content/%E6%AF%94%E7%8E%87
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第 3 章 個別施設計画策定状況

平成 28年 2 月に本計画を策定した後に、取り組んでいる個別施設計画等は、下図に示すとおりです。

インフラ施設等の個別施設計画策定状況は、下図に示すとおりです。

計画名 策定・改訂 時期

津山市公共施設総合管理計画 改訂 平成２９年５月

津山市公共施設再編基本計画 策定 平成２９年８月

公共施設長寿命化個別計画カルテ 策定 平成３１年３月

津山市公共施設白書 改訂 令和 ３年３月

施設名 計画名 策定時期 計画期間 計画・施設所管課等

道路

津山市橋梁の長寿命化計画 令和 元年度 令和 元年度～令和 ５年度 都市建設部土木課

津山市橋梁点検・修繕計画一覧表 令和 ３年度 令和 ３年度～令和 ７年度 都市建設部土木課

トンネルの長寿命化修繕計画 平成３０年度 平成３０年度～令和 ５年度 都市建設部土木課

上水道
津山市水道ビジョン 平成２９年度 平成３０年度～令和 ９年度 水道局経営企画室

津山市水道事業経営戦略 平成２９年度 平成３０年度～令和 ９年度 水道局経営企画室

工業用
水道

津山市工業用水道事業経営戦略 平成２９年度 平成３０年度～令和 ９年度 水道局経営企画室

下水道

津山市下水道事業経営戦略 平成２８年度 平成２８年度～令和 ７年度 都市建設部下水道課

津山市下水道ストックマネジメント計画 令和 元年度 令和 元年度～令和 ５年度 都市建設部下水道課

農業集落排水施設再編計画 平成３０年度 令和 元年度～令和 ５年度 都市建設部下水道課

学校 津山市学校施設長寿命化計画 令和 ２年度 令和 ２年度～令和４１年度 教育委員会教育総務課

市営住宅
津山市市営住宅長寿命化計画 令和 ３年度 令和 ３年度～令和１２年度 都市建設部管理課

津山市市営住宅ストック総合活用計画 令和 ３年度 令和 ３年度～令和１２年度 都市建設部管理課
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第 4 章 公共施設の抱える現状と今後の方針

1 現状と課題

● 人口の減少、少子高齢化社会に対応した公共施設のあり方の検討

本市では「津山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、人口減少・少子化を食い止め、人口構造

を維持するためのあらゆる施策を講じていくこととしていますが、それでもなお、全国規模で人口が減

少していく中で、今後も本市の人口は減少し続けることが推測されています。そして全ての世代が均等

に減少するのではなく、生産年齢人口の割合が減少し、高齢者人口の割合は増加するという、いわゆる

高齢化が一層進むものです。

高齢者人口の割合が増加することは、福祉や医療等の社会保障に関する経費の歳出に占める割合の

増加を意味し、生産年齢人口の減少は市民税をはじめとする税収の減少につながることを示していま

す。歳入の減少は、歳出の抑制につながり、予算全体の中で社会保障に関する経費へ優先的に配分する

となれば、公共施設等の建設費や修繕費等は必然的に全体額を少なくせざるを得ません。

これまでは人口増加社会を前提に建設され続けてきた公共施設ですが、これからは人口減少、少子高

齢化が一層進む社会であることを前提に、公共施設や公共サービスのあり方を根本的に見直していく必

要があります。

● 老朽化する公共施設への対応

全国の公共施設のほとんどが、高度経済成長期（昭和 45 年頃から昭和 60 年頃）に人口の増加に合わ

せて建設され、築後 30年から 50 年で一斉更新を迎える時期が目前に迫っています。

これは本市においても同様で、公共施設白書策定当初に調査したところ本市が保有している施設の

47％が、高度経済成長期に建築され、半数以上の公共施設が築 30 年以上を経過していました。また、昭

和 56（1981）年以前に設計、建築された建物には、現在の耐震化基準を満たす義務付けがされておらず、

全体の 42.2％が旧耐震基準で設計、建築された建物でした。旧耐震基準に基づく施設のうち、小・中学

校の耐震化工事は平成 26年度までにすべて完了しました。また、市役所本庁舎・東庁舎・加茂支所など

耐震化が求められていた施設についても、令和元年度までに完了しています。

公共物には、建物いわゆるハコモノだけではなく、道路、橋りょう、上下水道管といったインフラも含み

ます。インフラは日々の生活に直結する非常に重要な公共物であり、受益者がいる限り維持し続けていく

必要があります。したがって、投資的経費、修繕費等はインフラへ優先的に配分をしていく必要があり、今

後の財政状況を考えれば、すべての建物を更新するのではなく、公共施設の果たす役割、求められる機

能や規模といった公共施設のあり方を、あらゆる面から今一度見直し、今よりも少ない施設数でも、いか

に必要とする公共サービスを市民に提供し続けられるようにするかという方法を考え出していく必要が

あります。

● 公共施設の財政負担の抑制

本市の市民一人当たりの公共施設延床面積は 4.70 ㎡／人で、決して他の類似自治体と比べて多くの

施設を有しているわけではありませんが、公共施設白書策定当初の試算結果では、今後 40 年間に必要

となる公共施設の更新費用として、現在の予算規模の 1.51 倍の費用が必要であるという事がわかりま

した。また、今後の歳入見通し(一般財源ベース)は、減少が見込まれ、それに伴い、消費的経費は 25 年

間で約 30％程度減少せざるをえず、公共施設の維持管理費についても同程度の削減が必要であると

見込まれます。このことから、延床面積の縮減だけでは無く、今後かかってくるランニングコストの削減に

も目を向けていく必要があると考えられます。
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対象範囲

２ 公共施設等の適正管理に関する基本方針

公共施設及びインフラ施設の適正管理に関する基本方針を次のとおり定めます。

１ 計画期間

平成 28年度から令和 27 年度までの 30 年間を計画期間とします。

２ 対象範囲

本計画の対象となる「公共施設等」とは、本市が所有する財産のうち、第 2 章で取り上げた「建物を有する

公共施設」と「インフラ施設」とします。

３ 取組体制

公共施設の大規模な改修・修繕等については、「津山市公共施設マネジメント基本方針」に基づき専門の担

当部署による統括的な管理を行い、インフラ施設については各所管課において管理計画等に基づき適切な

管理を行います。そして、全ての資産の状況を固定資産台帳の整備を通じて財産管理を担当する部署で一元

管理を行う体制とし、地方公会計制度の財務諸表として公表していきます。

また、職員一人ひとりの公共施設等の最適化に関する意識や経営感覚を高めるための研修を継続的に実

施します。

市有財産

公共施設等

公共施設（建物有）

インフラ施設

学校、市庁舎、公営住宅等

道路、橋りょう、上下水道等

土地のみ

その他

山林、池沼等

動産、金融資産等
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３ 公共施設マネジメント基本方針

津山市では、様々な分野において、多くの公共施設を設置し、これらの公共施設は市民生活の向上に重要

な役割を担ってきました。

しかし、今後の厳しい財政見通しの中、施設の老朽化に対応し、将来にわたり市民に必要な行政サービスを

提供していくためには、公共施設をより戦略的な観点からマネジメントすることが大きな政策課題となってい

ます。

津山市の公共施設が抱える現状と課題を踏まえ、将来必要な公共施設が更新費用等の見込みが立たず、

老朽化し、管理が行き届かない施設とならないよう、「市民ニーズに対応した行政サービスを提供できる施

設機能を、施設の安全性を確保しながら継続的に維持する」を基本方針として、次の取組を進めます。

また、令和２年度改訂にあわせて公共施設マネジメント基本方針策定（平成 27 年度）以降の実績を示して

います。

取組 1 公共施設の面積総量（総延床面積）の適正化と多機能化の推進

公共施設の更新費用の試算で明らかになったとおり、現在保有している全ての公共施設を今後も現状のと

おり維持・更新することは不可能です。このため、将来の「人口規模や構造」及び「財源見通し」、また「施設の

耐用年数」などを考慮したうえで、面積総量の適正化（縮減）に取り組みます。なお、取組においては、公共施

設が担う機能や行政サービスはできる限り継続的に維持していくため、多機能化や複合化、統廃合、再配置

を基本として進めます。

①面積総量の適正化

人口推計及び財源見通しを踏まえて、今後 30年間で公共施設の総延床面積を現在の 70％以下（約

486,000 ㎡→約 340,000 ㎡以下）とすることを目標とする。

実績 令和元年度末時点 総延床面積約 473,000 ㎡（平成 27年度から 5年間で 2.5%縮減）

②施設の統廃合

設置目的や機能が重複する施設の整理（統廃合）を進める。

実績 令和元年度末に市立幼稚園（12 園）を 2 園へ統廃合

③施設の多機能化・複合化

一つの施設に複数の行政機能を持たせることにより、設置目的や機能が異なった公共施設の整理（多

機能化・複合化）を進める。

実績 加茂支所庁舎と加茂町公民館、つやま西幼稚園と二宮公民館の複合化を実施

④施設の再配置

今後の人口減少・少子高齢化社会に対応したコンパクトなまちづくりを推進するため、施設の利用状況

や地域の実情に加えて将来のまちづくりも想定しながら、拠点となる区域などへの既存施設の集約・再

編（再配置）を進める。

【津山市公共施設マネジメント基本方針】

市民ニーズに対応した行政サービスを提供できる施設機能を、施設の安全性を確

保しながら継続的に維持する
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⑤施設の更新

原則として廃止を伴わない新たな施設の建設は行わないこととし、既存施設の活用等では対応が困

難であり、市民福祉の向上や地域の活性化のため必要不可欠なもののみ新規建設を行うこととする。

また、施設を更新する際には、単にそれまでと同様の機能とするのではなく、既存施設との統廃合等

による多機能的な施設とすることを基本とする。

取組 2 施設の長寿命化の推進

老朽化した部材や設備の更新、バリアフリー化や環境負荷を低減するための設備投資、利用状況の変化

に応じた他の用途への転用など、建物の構造的な寿命を伸ばすとともに機能を高める改修を計画的に実施

していきます。また、対症療法的な事後保全型の維持管理から、定期的な点検に基づく予防保全型の維持管

理へ転換を図ることで、施設の長寿命化や安全・安心の確保、ライフサイクルコストの削減を進めていきま

す。

①施設の予防保全

これまで各施設所管部署の判断によりそれぞれに行われていた大規模な修繕・改修等について、専門

の担当部署での一元管理を行うなどマネジメント体制を整えることにより、より適正で将来を見据えた予

防保全を行う。

②基金の設置

公共施設の計画的な予防保全や改修を行う財源を確保するため、「津山市公共施設長寿命化等推進

基金」を設置する。

実績 平成 27年 3月 「津山市公共施設長寿命化等推進基金」を設置し、一元的な公共施設マネ

ジメントを実施

取組 3 公共施設の管理運営コストの削減と財源の確保

効率的な公共施設の管理運営によるコスト削減を図るため、民間活力や民間手法の導入を進めるととも

に、市の公共施設マネジメント体制の整備を図ります。

①民間活力・民間手法の導入

公設公営の原則にこだわることなく、民間施設の借り上げや民間の資金による整備について検討す

るとともに、指定管理者制度など民間手法による施設管理を進める。また、日常の維持管理において

も、民間の持つノウハウを積極的に取り入れながらコストの削減に努める。

地域団体や公益法人、その他公的な団体による運営がふさわしい施設については、団体が主体

となった運営への転換や施設の譲渡等を進める。

実績 民間提案制度の導入を行い公民連携事業の推進実施

②マネジメント体制の整備

公共施設を一元的に管理する強力な推進体制を整備し、基本方針に基づいた効率的な運営をより一

層推進する。

実績 平成 30年 7月 財産活用課を設置し、ＦＭの推進体制を整備
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③財源の確保

統廃合・複合化・再配置等により用途を廃止し未利用となった施設や余剰となったスペースについて

は、放置せず、積極的に民間等への売却又は貸付を行うこととし、それによって生まれた利益について

は、公共施設管理の財源として活用する。

また、計画的な施設長寿命化等を進めるため、「津山市公共施設長寿命化等推進基金」について、毎

年度一定の積み立てを行うこととする。

実績 市有物件の売却益の積み立てを実施

取組 4 市民との情報及び認識の共有化

公共施設のマネジメントを進めていくためには、行政も市民も共に公共施設の現状と課題を把握し、理解

することが重要です。津山市の公共施設を津山市民全員の財産として、この公共施設マネジメント方針に基

づき、市民との情報及び認識の共有化を図りながら公共施設の最適な配置を進めていきます。

①課題の共有

ホームページ、出前講座等あらゆる機会、手法を用いて幅広い年代の市民に対してこの取組について

わかりやすく理解していただけるように努め、津山市の公共施設の現状と課題、そして今後の方針の周

知を図ることにより、行政と市民の課題の共有を図る。また、定期的に公共施設をテーマとした意見交換

の場を設け、直接市民の声を聴き市民ニーズの把握に努める。

②将来を見越した市民ニーズの把握

公共施設の統廃合・複合化・再配置、更新等の整備を進めるにあたっては、市内各地域の特性や人口の

特性（増減及び年齢構造）も踏まえた上で、全市的な課題として検討する。

実績 平成２７年度より津山市ファシリティマネジメント委員会を実施（以下各年度検討テーマ）

平成 27年度：津山市公共施設マネジメント基本方針の検討

平成 28年度：加茂支所のあり方の検討

平成 29年度：津山市公共施設再編基本計画について検討

平成 30年度：市営プールのあり方について検討

令和元年度：低未利用公有資産の利活用策について検討

令和 2 年度：津山市公共施設マネジメント基本方針について検討

令和 3年度：未利用財産の利活用策について検討

③公共施設白書の更新と公開

基本方針に基づく取組の進捗状況を明らかにするため、公共施設白書の公開及び定期的な更新を行

う。

実績 令和 2年度改訂実施
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取組 5 個別の施設管理計画の策定

今後は、この公共施設マネジメント基本方針に基づき、公共施設の配置について、その機能や地域性など

から総合的な検討を行い、国、県及び近隣自治体との連携も視野に入れて、最適化に向けた個別の施設管理

計画の策定に取組みます。

実績 平成 29 年 5 月 津山市公共施設総合管理計画改訂

平成 29 年 7 月 公共施設点検マニュアル策定

平成 29 年 8 月 津山市公共施設再編基本計画策定

平成 31 年 3月 公共施設長寿命化個別計画カルテ策定

令和 3年 3月 津山市公共施設白書改訂

令和 4年 3 月 公共施設長寿命化個別計画カルテ改訂

取組 6 施設維持管理費・運営コストの適正化

取組 1の公共施設の面積総量（総延床面積）の適正化に基づいて、今後 30 年間で公共施設の総延床面積

を現在の 70％以下（約 486,000 ㎡→約 340,000 ㎡以下）とすることを目標に面積縮減を進めてきました。

しかし、取組の結果から面積総量の縮減だけでは、施設運営・維持管理にかかるコストを削減できておらず、

市全体の財政状況の好転にあまり寄与していないことがわかりました。

このことから、面積総量の縮減も目標値としながら、施設運営・維持管理費にも着目し、公共施設にかかる

コストの削減を進めていきます。

①施設運営・維持管理費の適正化

今後 25 年間での、人口推計及び「津山市財政計画」を踏まえて、今後 25年間で公共施設（企業会計関

連施設を除く）の維持管理費を現在の 70％以下（約 22 億 4,600 万円→約 15億 7,200 万円以下）とする

ことを目標とする。

②施設整備について

施設整備を行う際には、施設の利用状況やニーズなどを把握し、ユニバーサルデザインに配慮するとと

もに、必要最小限の機能を有したコンパクトな施設とする。また、照明器具のＬＥＤ化や建物の高断熱化等

（省エネルギー化）ランニングコストを削減する工法を採用し、既存の維持管理費を下回るよう施設整備を

実施する。

③維持管理費の削減効果の把握

施設の統廃合・複合化・再配置を行う際は、面積削減に着目するだけでなくコスト削減効果を十分に検討

し、維持管理費の削減効果が見込まれること確認したうえで、事業を実施する。

④津山市公共施設長寿命化等推進基金の適正な活用

基金を利用し施設の予防保全を行い、二次被害を防止し、長寿命化を図ることで、ライフサイクルコスト

の削減に努める。

⑤低未利用資産の民間活用

民間活力を導入し、民間ノウハウを取り入れることで、維持管理費の削減に努める。民間提案制度を利

用し、低未利用資産を民間へ貸し出すことで歳入の増加、維持管理費の削減へ繋げる。また、その施策は、

地域の活性化に繋がるものとするよう努める。
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⑥低未利用資産の情報発信の活性化

市民と情報・認識・課題を共有することで、市民ニーズを捉えた公共施設のあり方を検討していく。具体

的には、津山市が保有する公共施設の情報を提供するため、データベースを作成するなどし、公共施設が

これまで以上に有効活用されるように、様々な媒体を用い積極的な情報発信を行う。

⑦公共施設利用条件及び料金の適正化

公共施設の利用料（会場使用料・電気代など）の見直しや、施設の利用方法の再検討を行うことで歳入の

増加を図り、市の財政負担を軽減する。そのために、営利目的での利用を許可するなど既存の利用方法に

とらわれない、施設運営方法を検討していく。

⑧持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の 17 の目標への取組

事業計画を立てる際には、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の 17 の目標と連動したものとする。
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第 5 章 参考資料

1 これまでの取り組み

（ 1 ）ＦＭ委員会

平成 27 年度に津山市執行機関の付属機関設置条例（昭和 62 年津山市条例第 24 号）第 4 条の規定に基

づき、津山市ファシリティマネジメント委員会を組織した。15 人以内の委員により組織し、公共施設の総合的か

つ計画的な管理に関し、市長の諮問に応じて審議し、その結果を市長に答申するとともに、必要な助言及び

調査を行うもの。

○過去の答申及び提言

・平成 27年度

津山市公共施設マネジメント基本方針について

・平成 28 年度

加茂支所庁舎の耐震化及び周辺施設との複合化に

ついて

・平成 29 年度

津山市公共施設再編基本計画について

・平成 30 年度

市営プールの今後のあり方について

・令和元年度

低未利用公有資産の利活用策について

・令和 2年度

津山市公共施設マネジメント基本方針について

・令和 3年度

未利用財産の利活用策について
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（ 2 ）民間提案制度

民間事業者等から本市の施策や公共施設等の運営及びマネジメントに大きく貢献し、または財政コス

トの軽減化に繋がる提案を募集するために令和元年度より津山市版民間提案制度を創設した。特色は民

間事業者のアイディアを知的財産として扱い、随意契約を前提と制度となっている。

○令和元年度採択事業

実施例

①おしゃべり自販機による津山市の魅力向上・地域貢献事業(ﾀﾞｲﾄﾞｰｳｴｽﾄﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ)

②複合施設たかたようちえん（ﾊﾟﾝの店 IKEPAN）
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○令和 2 年度採択事業

（ 3 ）津山市トライアル ・ サウンディング

トライアル・サウンディングは現在の津山市による運営では、そのポテンシャルを活かせないまま、収

益性の乏しい場所を実施の対象としている。ポテンシャル及び魅力を最大限に引き出すため、民間活

力導入による公園等の有効活用を検討している。検討するにあたり、民間事業者の優れたアイデア・ノ

ウハウを、実際に暫定利用してもらい、従来の「対話」を通じた市場調査プロセスを兼ねる「トライアル・

サウンディング」を実施し、公民連携を推進していくもの。

○グリーンヒルズ津山

・芝生ヨガ及びかけっこ教室

・プレーパーク

・ダンスフィットネスイベント

○津山市庁舎正面玄関前

・豆腐類の移動販売

・スムージー等の移動販売

○阿波地域の公共施設

・実績無し
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（ 4 ）津山市公共施設長寿命化等推進基金（FM 基金）

津山市公共施設マネジメント基本方針を受け、公共施設の適正な維持保全と長寿命化を推進する

ための財源とし、以下の（1）～（6）を基本的な目的として運用する基金。

（1）公共施設の質の確保

（2）長寿命化によるコストの削減

（3）各年度の支出の平準化

（4）情報の一元化

（5）面積総量の縮減

（6）専門技師による点検と査定

技術職員の配置がない施設担当課による施設の維持・保全では、施設の状態を正確に把握する

ことが難しいため、専門技師（建築技師や電気技師）の点検や現地調査をし、優先順位をつけ適切な

内容・タイミングでの改修・修繕を実施するもの。

（ 5 ）旧苅田家付属町家群コンセッション事業

津山市城東地区内にある古民家を改修し、一棟貸しの宿泊施設としてリノベーションするもので、津山

市初の PFI 事業。令和 2 年 7 月宿泊施設としての運営を開始。

コンセッション方式とは、土地と施設の所有権を津山市に残したまま、一定期間における公共施設の運

営・維持・整備等を行う権利（運営権）を民間企業に与えるもので、PFI 法で認められた施設運営方式であ

る。民間事業者にとっては、運営期間が指定管理者制度では通常 5年間のところ、20 年、30 年という長

期の事業契約を結ぶことができ、資金調達から採算ベースに乗せ利益を上げるまでの見通しを描きや

すく、かつ、利用料金なども自由に設定できることから、公民双方に WIN-WIN の手法である。

（ 6 ）ＦＭ関連研修及びセミナー

○公共施設等を取り巻く環境と生きる手段としてのＰＰＰ／ＰＦＩ

講師：寺沢弘樹氏（日本ＰＦＩ・ＰＰＰ協会 業務部長）

○建築物の断熱と地域再生について

建物の断熱セミナー、津山立西小学校の 1 教室を対象にして断熱ワークショップ

講 師 ： 竹 内 昌 義

氏（東北芸術工科大学

建築・環境デザイン学

科 教授）
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（ 7 ）公共施設管理者向け点検マニュアル

本マニュアルは、施設点検について外部業者や専門技師でなくても、施設管理者が日常的にチェックでき

る点検項目を集め取りまとめたものとなっています。本マニュアルを各施設所管課にて積極的に活用し、大

切な公共の財産を適切に保全し、市民共有の財産としての公共施設が常に良好な状態に維持され、効率的に

運用されるよう、津山市一丸となって取り組んでいます。

また、これまで 3回のバージョンアップを行っており、知って得する建物のいろいろコラムも充実しており

ますので、ぜひご一読ください。

（ 8 ）つやまＦＭだより

◎つやまＦＭだよりについて

つやまＦＭだよりとは、財産活用課が発行しているＰＰＰ・ＦＭの情報をまとめた庁内新聞です。つやまＦＭ

だよりの目的は、財産活用課の行っていることを他部署の津山市職員へ知ってもらい、ＰＰＰ・ＦＭへの啓発・ＰＲ

を行うものです。新聞記事のネタ集めは財産活用課メンバー全員で行い、毎月発行しています。

Ver1.3

平成３０年７月

津山市 財産活用課

公共施設 管理者向け 点検マニュアル
 

～いつまでも安全で快適な施設の維持に向けて～

　点検マニュアルの見方

部位 点検内容 参考写真（説明コメント）
ワンポイント
アドバイス

備考

屋根・屋上 屋上の排水口（ルーフドレン）の周囲に
土砂、ゴミの堆積がないか、雑草は生え
ていないか。

■排水口（ルーフドレン）の周囲
は、元々低いレベルに設定されてい
るため、土砂等が溜まりやすい構造
となっており、そのままにしておく
と、排水不良を引き起こし、屋上が
プールになってしまう場合がありま
す。

屋上への登り降りが危
険な場合、点検は無理
のない範囲で行ってく
ださい。

このマニュアル内の参考写真は、全て津山市の公

共施設で、実際に発生している事例です。

他人事と思わず、日頃から点検を行い、少しでも不

具合を解消しましょう。

不具合が起きている事例の写真と、コメントを掲載し

ています。

悪い事例を中心に掲載しているので、写真のような

状態になっている場合は、放置せず改善に努めま

しょう。自分たちでできること（清掃等）は、積極的に

行ってください。

点検の部位とチェック内容を記載しています。

点検する際に、注意すること

などを記載しています。

排水口周りは、もともと

土砂等が溜まりやすい構

造となっています。

補足事項です。

ランニング

コスト

建物のライフサイクルコストのイメージ

　コラム　～知って得する建物のいろいろ～ ① 鉄筋コンクリートのしくみと爆裂現象　

　建物の基礎や壁、柱などに使用される「コンクリート」ですが、強くて固くて火にも強い大変優秀な材料です。しかしその「コンクリート」にも大きな弱点が

あります。それは「引張力」に弱いという性質です。判り易くいえば、押したり叩いたりしてもビクともしないのですが、引っ張ると簡単にポキッと割れてしま

うという性質です。この「コンクリート」の弱点を補っているのが「鉄筋」なのです。「鉄筋」は棒状の鉄ですが、押すと曲がるし、火にも弱いのですが、引っ

張る力には強い性質を持っています。こうして互いの弱点を補うようにして組み合わされたのが「鉄筋コンクリート」なのです。

　力学的な弱点を補うため、互いに組み合わされた「鉄筋コンクリート」ですが、この組合せには、もう一つ大きな利点があります。皆さんもご承知のように鉄

は酸化すると錆びてしまいます。しかし「コンクリート」はカルシウムを主成分とした強いアルカリの性質を持っています。このため「コンクリート」に覆われ

た「鉄筋」は酸化から守られ錆びないのです。しかし、コンクリートも風雨に長年さらされると、表面から徐々に中性化が進んでいきます。そうなると「コンク

リート」は内部の「鉄筋」を酸化から守れなくなってしまいます。アルカリを失った「コンクリート」にひび割れなどから雨水が侵入してしまうと「鉄筋」は錆

びてしまいます。鉄は錆びると膨らみます。錆びて膨らんだ「鉄筋」が「コンクリート」を押し出して破壊してしまう現象を「爆裂現象」と言います。「コンク

リート」と「鉄筋」が互いに傷つけあってしまう状態となった「爆裂現象」は「鉄筋コンクリート」の老朽化を示す現象の一つです。

コンクリートの中性化により鉄筋に錆が！　「爆裂現象」のメカニズム
爆裂現象の事例

点検マニュアルの内容


